
◎国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律 
（平成一六年五月一九日法律第四六号）（衆）   

一、提案理由（平成一六年四月九日・衆議院本会議） 

○武部勤君 ただいま議題となりました国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を

改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 

 秘書給与をめぐる不祥事、とりわけ秘書給与を不正流用、詐取する事件がたび重なり、

国民の国会議員に対する不信を招いてきたことから、秘書問題について議長から諮問を

受け、議会制度協議会等において、鋭意慎重に、かつ精力的に検討を重ねてまいりまし

た。その結果、本日、ここに成案を得る運びとなったものであります。 

 その内容は、六十五歳以上の者及び議員の配偶者の議員秘書への採用を禁止すること、

秘書の兼職は原則禁止とし、例外的に、議員の許可を得て議長において届け出た場合に

は、これを認めるとともに、その旨公開すること、また、秘書の給与は全額を直接本人

に支給すること、並びに秘書に対する所属議員の政党その他の政治団体・支部への寄附

の勧誘及び要求を禁止すること等であります。 

 本案は、本日議院運営委員会において起草し、提出したものであります。 

 何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。 

 なお、先刻の議院運営委員会におきまして、議員秘書の氏名等の公表に係る各会派申

合せが決議されましたことを申し添えます。 

二、参議院議院運営委員長報告（平成一六年五月一二日） 

○宮崎秀樹君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の

経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案の主な内容は、第一に、議員秘書の給与について、直接その全額を議員秘書

に支給すること、第二に、国会議員は、六十五歳以上の者及び当該国会議員の配偶者を

議員秘書に採用できないこと、第三に、議員秘書の兼職を原則禁止とすること、第四に、

議員秘書に対する寄附の勧誘又は要求を禁止することであります。 

 委員会におきましては、提出者である武部衆議院議院運営委員長から趣旨説明を聴取

し、寄附の勧誘・要求禁止の是非、兼職禁止の立法趣旨及びその範囲等について質疑が

行われました。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


